
 

 

（別紙２） 

○ 課徴金額の計算方法について 

 

金融商品取引法第１７５条第２項に基づき、課徴金額は、 

（公開買付けの実施に関する事実が公表された翌日の終値等）×（買付株数） 

－（買付価格）×（買付株数） 

となる。 

 したがって、課徴金額は下記①から⑩までの合計額の１６７万円となる。 

 

① オーツキ・ストラテジック・インベストメント株式会社によるテクノ

エイト株式会社の株券の公開買付けの実施に関する事実の公表翌日が市場

休業日であるため、以後の直近のテクノエイト株式会社の株価である平成

１７年１１月１４日の始値は、５４６円であることから、課徴金額は下記

の金額となる。 

（５４６円×１，０００株） 

－買付価額４５３，０００円（４５３円×１，０００株） 

＝９３，０００円 

 

⇒課徴金額は１万円未満を切り捨てるため、９万円 

 

② 日本電気株式会社によるＮＥＣインフロンティア株式会社の株券の公開

買付けの実施に関する事実の公表翌日が市場休業日であるため、以後の直

近のＮＥＣインフロンティア株式会社の株価である平成１７年１１月２８

日の始値は、５６６円であることから、課徴金額は下記の金額となる。 

（５６６円×１，０００株） 

－買付価額４８５，０００円（４８５円×１，０００株） 

＝８１，０００円 

 

⇒課徴金額は１万円未満を切り捨てるため、８万円 

 

③ イオン株式会社によるオリジン東秀株式会社の株券の公開買付けの実施

に関する事実の公表翌日の平成１８年２月１日のオリジン東秀株式会社の

株価の終値は、３，１５０円であることから、課徴金額は下記の金額とな

る。 

（３，１５０円×５００株） 

－買付価額１，３４０，０００円（２，６８０円×５００株） 

＝２３５，０００円 

 

⇒課徴金額は１万円未満を切り捨てるため、２３万円 



 

 

 

④ アサヒビール株式会社による和光堂株式会社の株券の公開買付けの実施

に関する事実の公表翌日の平成１８年４月２５日の和光堂株式会社の株価

の終値は、７，３８０円であることから、課徴金額は下記の金額となる。 

 

（７，３８０円×２００株） 

－買付価額９９６，０００円（４，９８０円×２００株） 

＝４８万円 

 

⑤ 株式会社ファーストリテイリングによる株式会社キャビンの株券の公開

買付けの実施に関する事実の公表翌日の平成１８年７月２５日の株式会社

キャビンの株価の終値は、６７５円であることから、課徴金額は下記の金

額となる。 

 

（６７５円×１，０００株） 

－買付価額６１２，０００円（６１２円×１，０００株） 

＝６３，０００円 

 

⇒課徴金額は１万円未満を切り捨てるため、６万円 

 

⑥ 住友ベークライト株式会社による筒中プラスチック工業株式会社の株券

の公開買付けの実施に関する事実の公表翌日の平成１８年１１月２日の筒

中プラスチック工業株式会社の終値は、５３２円であることから、課徴金

額は下記の金額となる。 

 

（５３２円×２，０００株） 

－買付価額８８６，０００円（４４３円×２，０００株） 

＝１７８，０００円 

 

⇒課徴金額は１万円未満を切り捨てるため、１７万円 

 

⑦ エスアイシー・インベストメント株式会社による東芝セラミックス株式

会社の株券の公開買付けの実施に関する事実の公表翌日の平成１８年１１

月１日の東芝セラミックス株式会社の株価の終値は、５９６円であること

から、課徴金額は下記の金額となる。 

 

（５９６円×１，０００株） 

－買付価額５６０，０００円（５６０円×１，０００株） 

＝３６，０００円 

 



 

 

⇒課徴金額は１万円未満を切り捨てるため、３万円 

 

⑧ ＩＧＣ株式会社による株式会社ベルテクノの株券の公開買付けの実施に

関する事実の公表翌日が市場休業日であるため、以後の直近の株式会社ベ

ルテクノの株価である平成１８年１１月２０日の始値は、８４５円である

ことから、課徴金額は下記の金額となる。 

 

（８４５円×２，０００株） 

－買付価額１，５００，０００円（７５０円×２，０００株） 

＝１９万円 

 

⑨ 株式会社ＡＯＫＩホールディングスによる株式会社マルフルの株券の公

開買付けの実施に関する事実の公表翌日が市場休業日であるため、以後の

直近の株式会社マルフルの株価である平成１９年３月１２日の始値は、５

２７円であることから、課徴金額は下記の金額となる。 

 

（５２７円×１，０００株） 

－買付価額４０８，０００円（４０８円×１，０００株） 

＝１１９，０００円 

 

⇒課徴金額は１万円未満を切り捨てるため、１１万円 

 

⑩ 投資事業有限責任組合キャス・キャピタル・ファンド三号による株式会

社家族亭の株券の公開買付けの実施に関する事実の公表翌日の平成１９年

８月８日の株式会社家族亭の株価の終値は、６６５円であることから、課

徴金額は下記の金額となる。 

 

（６６５円×２，０００株） 

－買付価額１，０９９，０００円（注） 

＝２３１，０００円 

 

⇒課徴金額は１万円未満を切り捨てるため、２３万円 

 

（注）買付価額は、  549 円×1,000 株 

550 円×1,000 株 の合計額である。 

 


